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著作権法第16 条第１項によれ

ば、公民が法人またはその他の組

織（以下、「法人」という）の業務

責任を果たすために創作した作品

は職務作品になります。

したがって、職務作品になるため

に、２つの条件を満たさなければな

りません。１つは、作品を創作する

作者は法人の従業員でなければなら

ず、つまりその作者は法人と労働契

約関係（正社員）か、労務雇用関係

（パート）を有しなければなりませ

ん。もう１つは、その作品は会社の

職務行為を履行するために、完成し

たものでなければならず、非職務行

為を履行するなら、たとえ業務時間

内に完成したものであっても、職務

作品にはなりません。

著作権法第16条は、職務作品を

２つの種類に分けて、それぞれ著

作権の帰属を定めています。

（１）特殊職務作品

（Ａ）主に法人の物質的技術的条

件を使って創作し、かつ法人が責

任を負う工事設計図、製品設計図、

地図、コンピュータ・ソフトウェア

等の特殊職務作品（Ｂ）または法

律、行政法規また契約によって著

作権を法人が享有する旨を定めら

れた職務作品について、職務作品

を創作した作者が職務作品著作権

の署名権を享有し、法人がその他

の著作権を享有する

上記（Ａ）にいう「物質的技術的

条件」とは、法人が創作を完成する
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――法的視点からの解説
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ために、専門的な資金、設備または

資料を指します。

（２）普通職務作品

その他の職務作品については、作

者がその著作権を享有します。しか

し、法人が業務範囲内において優先

的に利用する権利を有し、かつ職務

作品の完成後２年間以内に、法人の

同意が得られなければ、作者は第三

者が職場と同じ方式で当該著作物を

利用することができません。ただ、も

し職務作品の完成後２年間以内に、

法人の同意が得られれば、作者は第

三者が職場と同じ方式で当該作品を

利用することを許諾することにより

取得した報酬は、法人と約定した比

率に従い分配されます。

一方、中国著作権法には「法人作

品」という概念を規定されています。

著作権法第11条第３項によれば、法

人が主宰し、法人の意思を代表して創

作し、かつ法人が責任を負う著作物に

ついては、法人を著作者とみなしま

す。この場合、実際に作品を創作した

作者は、署名権も享有できません。

問題なのは、場合によって、１つの

作品が特殊職務作品なのか、それとも

法人作品なのか区別しにくいことで

す。たとえば、ソフトウェア開発企業

が一つのソフトウェアを従業員に開発

させた場合、このソフトウェアが法人

作品なのか、それとも特殊職務作品な

のかは判断しくいと考えます。企業の

主宰及び要求で、従業員はソフトウェ

アを設計しなければならず、当該企業

はソフトウェアの市場責任を負わなけ

ればならないからです。この点からみ

れば、当該ソフトウェアが法人作品で

あると言えます。一方、当該ソフト

ウェアが完全に上記特殊職務作品の文

言記述に合致するため、この点からみ

れば、当該ソフトウェアが特殊職務作

品であるとも言えます。この場合、従

業員が著作権の署名権を享有すること

になります。

これは、著作権立法上の漏れだと考

えられ、現段階では明確な答えがあり

ません。全国人大常務委員会法律工作

委員会により編集される「著作権法釈

意」によれば、ソフトウェア開発企業

により開発されるソフトウェアを法人

作品としています。


